
 
令和６年５月 20 日 

国土交通省関東地方整備局 
荒川上流河川事務所 

                        
 

荒川河川敷における不法行為の対応について 
 

 荒川右岸 70.4ｋｍ付近（埼玉県熊谷市津田地先）の河川敷に造成されたオフロードバイク
コース場所は、河川区域内であり国有地のため、重機等による土地の造成やオートバイ等で
の走行による土地の占拠などの悪質な行為は、河川法に違反しています。 

これまでも警告看板を設置するなど是正を促してきたところですが、休日における河川巡
視の実施等、更なる体制の強化を図ってまいります。 

 
【更なる主な対応】 

■実施済み 
○警告看板の更新（法律に違反している根拠規定を明示し、原状回復の指示を掲示） 
○河川巡視の強化（河川監理員（河川法第 77 条）を帯同した休日における河川巡視の実施） 

 ■実施予定 
○コース進入口の閉鎖範囲の拡大やコース内の横断的な閉鎖 
 

 ※本箇所付近における河川敷利用者からの聞き取り等により、土地を造成した者が判明した
場合には、原状回復の指示（同法第 77 条）を行います。 

 
 ※河川法では、土地の形状を変更する行為の許可（同法第 27 条）に違反した場合、１年以下

の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられる場合があります。 
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＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 荒川上流河川事務所 
電話：０４９−２４６−６３５８ FAX：０４９−２４６−６３５４ 
副 所 ⻑    鷲谷 欣也  (わしや きんや)    （内線：７３２−２０４） 
占用調整課 課⻑ 遠藤 正明 （えんどう まさあき） （内線：７３２−３４１） 
 



【位置図】                   【看板の更新状況】 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院地図 
 
 

【看板の記載内容】                     


